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■　学問への招待　課題　■

－ 生活福祉学科1年次生対象　担当教員：大倉恭輔 －
01　評価方法について
＊　講義概要にもあるとおり、「学問への招待」の成績評価は、リポートの内容をメインとし、
　　出席点などを加味した総合評価となります。
02　課題
＊　前期受講分授業のレジュメ作成
1)　あなたが今期（1年次前期）受講した学科必修科目をひとつ選びなさい。
　　＊　6名の専任教員が担当している授業のことです。（生活学I・生活産業論など）
　　＊　ただし、講義科目だけです。「基礎演習」は対象としません。
2) その授業のレジュメ résumé（要約）を作成しなさい。

3) レジュメで必要な記載事項としては、以下のようなことがあげられます。
#1　何の資料かをあらわす表示
　　ex. 生活学Iレジュメ
#2　タイトル（必要があると思えば、サブタイトルもつけなさい。）
#3　報告日・報告者名・所属など（学科名・学籍番号）
#4　授業内容の要点…いくつかのグループ/部分にわけて、小見出しをつける。
#5　学んだことの中で、とくに、興味深いとか重要だと思った点と、その理由。
#6　授業中、よくわからなかった点と、その理由。
#7　参考文献表
#8　添付資料（必要があれば）

4) 上記の#5と#6については、どちらかひとつだけでもよい。（ふたつともやってもよい。）

5) なぜ重要なのかの理由や、わからなかった部分については、文献を調べた上で書くこと。
感想や思いつきだけではダメです。

6) ただし、レジュメ = 要約という性格を考えて、調べた結果も簡潔にまとめること。

03　課題の目的とポイント
1)　この課題の目的は、4つあります。
　　1つめは、膨大な情報を「簡潔にまとめて」「他者に伝える」レッスンをすることです。
　　　* 他校の友人に、「生活学」ってこんな学問だよと、パッと見で理解してもらえる資料。
　　2つめは、（その授業の）どのような部分が、あなたの心にジャストミートしたのか、ある
　　いは引っかかってしまったのかを、改めて確認することです。
　　3つめは、「自分で理解」し、「他者に伝える」上で、一定のスタイル（書式）にもとづくこ
　　との必要性を体感してもらうことです。
　　そして、4つめは、興味深かったことやわからなかったことを、文献にあたることによって、
　　さらに掘り下げて理解してもらうことです。（わからなかったことを、そのままにしない。）
2)　このリポートに、正解のようなものはありません。要点が3つであろうと７つであろうと、
　　あなたなりの理解のしかたでかまいません。
　　上記1)項の4つのポイントが押さえられていればOKです。
04　書式・枚数
· A3判用紙（見開き2ページにする）・横書き・ワープロ印字（字数・行数の設定は自由）
書式設定で、上下左右に2～3センチの余白をとること。
A4判用紙でプリントアウトし、2枚を並べてA3判でコピーしたものを提出してください。

· 自筆も認めますが、その場合は、黒か青のペン・ボールペン・サインペンを使用すること。
また、鉛筆書きは認めません。

· 枚数は2枚以上4枚以内です。（上記のように、1枚に2ページ分の記述が入る形式です。）
· 左上1個所をステープラーで止めること。

· 本文用紙の最下段に、ページ数を打つこと。（1枚のうち、左側が奇数ページになります。）

· 本文の次に、参考文献一覧をつけること。あらたにページをおこしてもよいし、本文最終行の後ろを2～3行あけてから、文献表を始めてもかまいません。

· 資料がある場合は、文献表の次に添付すること。
05　提出日時・方法
· 8月1日（火）：4時限目。場所については、後日、発表します。

06　注意事項 【重要】

· 上記のように、この授業の成績評価はリポートをメインとしますが、通常の「試験扱いのリポート」という形式はとりません。

· よって、教務課から発表される「試験・リポート提出の時間割」には、この授業（＝学問への招待）の科目名も提出日時・場所も記載されません。

· だからといって、リポートを提出しないでよいということではありません。
掲示や授業中の指示にしたがって、指定された日時に必ず提出してください。

· こうした方法をとるのは、いくつか理由がありますが、基本的には皆さんの利益を考えてのことだと理解してください。


07　文献など
· 参考文献を3点以上使用すること。

· この課題に関して、インターネット上の情報を参考・引用文献とすることは認めません。
ネット上の情報は、制作者の都合で、簡単に消去されたり内容が変更されたりします。そのため、引用文献として確認することができなくなるからです。
ただし、必要な文献の所在をネットで検索することは、まったくかまいません。

· いうまでもなく、文献を丸写しにすることは犯罪であることを理解してください。
短い文章・部分を、どのように引用するかは、配付資料にそって行ってください。
08　その他
· 上記の諸点について、わからないことがある場合は、担当教員に質問すること。

· わからないもの同士で、「きっと、こういうことだよね」などと、勝手に判断しないこと。 ↑ イタイ目にあいます。

· 用紙サイズやステープラーの位置などの書式は「基本条件」です。これが守られていないリポートは評価の対象外となります。
つまり、提出されなかったものと同じこととみなされるわけです。充分注意するように。
以上
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